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●中小企業者・勤労者向け支援制度（2面） 

●みんなの健康（3面） 

●市立プールのご利用を！（4面） 

●ざまインフォメーション（6・7面） 

●長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置（2面）

●みんなの健康（3面） 

平成22年 
（2010年） 

●平成２１年度決算概要（4・5面） 

●ざまインフォメーション（6・7面） 

市の人口●129，463人（＋568人） 
　　　　　　男65,893人　女63,570人 
市の世帯数●54，254世帯（＋606世帯） 
 平成22年11月１日現在（　）は前年同月との増減 

●市交通安全推進大会（8面） 

大豆油インクを使用しています 
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江戸火消しのシンボル 纏 を華麗に振る座間市消防職員
まとい
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　１２月２７日（月）までと１月５日（水）からは通常どおりです。各館の休館日にご注意ください。

平成２３年１月１２月
施　設　名

４日（火）１日（土）～
３日（月）　

２９日（水）～
３１日（金）　２８日（火）

○××○市役所・各出張所

○××○スカイアリーナ座間（市民体育館）

○××○ひまわり公園テニスコート（※１）

××××栗原遊水地テニスコート

○×××座架依橋壁打ちテニス練習場

○××○ハーモニーホール座間（市民文化会館）

○××○図書館

○×××市公民館・北・東地区文化センター

××××青少年センター

××××市民活動サポートセンター

××××各コミュニティセンター

○××○リサイクルプラザ

○××○各児童館

○××○サニープレイス座間（総合福祉センター）

○××△子育て支援センター

○××△第２子育て支援センター

○××○市民健康センター（保健部門）

○×○○大和斎場（※２）

×＝休み　△＝午前のみ　○＝通常どおり（ひまわり公園テニスコートと大和斎場を除く）
※１　１月４日は、オムニコート（Ｅ・Ｆ）は午前１１時から、クレーコート（Ａ～Ｄ）は午後１時から利用できます。
※２　１２月３１日は火葬と告別式のみ、１月４日は火葬と通夜のみです。

市役所閉庁中（１２月２９日（水）～１月３日（月））のお問い合わせは、

1０４６（２５５）１１１１（代表）へ
※年末年始の休日・夜間診療に関しては、３面をご覧ください。

　年末年始は、大掃除や正月の準備などで家庭内から出るごみの量が増
え、慌ただしさから収集日を間違えたり、燃えるごみ、燃えないごみ、
資源物などの区別もあいまいになったりしがちです。大掃除などで出た
不用物は、それぞれ分別して必ず決められた日の午前８時３０分までに出
しましょう。各地区の今年の最終収集日（黒字）と翌年の最初の収集日
（赤字）は下表のとおりです。

※小枝などは、必ず太さを１０センチメートル以下、長さを５０センチメートル以下に
してごみ袋に入る大きさに切断し、ひもなどで結ばないで透明・半透明の袋に入れ
て燃えるごみの日に出してください。

○し　　尿　年内最終日１２月２７日（月）　年始最初の収集日１月４日（火）
○生活排水　年内最終日１２月３０日（木）　年始最初の収集日１月４日（火）
担当 清掃課　1０４６（２５２）７６５９　5０４６（２５２）７６４１
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３つの習慣
○寝たばこは、絶対しない。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
○お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
担当 消防管理課　1０４６（２５６）２２１１　5０４６（２５６）２２１５

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源源物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、しししししししししししししししししししししししししししししし尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿尿、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」のののののののののののののののののののののののののののののの収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程

燃えないごみプラスチック
製容器包装ペットボトル缶・瓶・

紙・布燃えるごみ地　　区

１２月２２日（水）１２月２８日（火）１２月２４日（金）１２月１５日（水）１２月３０日（木）
相模が丘

１月２６日（水）１月４日（火）１月７日（金）１月５日（水）１月６日（木）

１２月２４日（金）１２月２８日（火）１２月２２日（水）１２月１７日（金）１２月３０日（木）ひばりが丘・
小松原・広野
台・さがみ野 １月２８日（金）１月４日（火）１月５日（水）１月７日（金）１月６日（木）

１２月２３日（木）１２月２８日（火）１２月２４日（金）１２月１６日（木）１２月２９日（水）栗原中央・南
栗原・西栗原・
東原 １月２７日（木）１月４日（火）１月７日（金）１月６日（木）１月５日（水）

１２月２８日（火）１２月２３日（木）１２月２４日（金）１２月２１日（火）１２月２９日（水）
立野台・入谷

１月２５日（火）１月６日（木）１月７日（金）１月４日（火）１月５日（水）

１２月２７日（月）１２月２３日（木）１２月２２日（水）１２月２０日（月）１２月２８日（火）
座間・新田宿・
四ツ谷・明王・
緑ケ丘・

相武台・栗原
１月３１日（月）１月６日（木）１月５日（水）１月１０日（月）１月４日（火）
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　長期にわたって良好な状態で使用される

構造などを備えた良質な住宅の普及を促進

するため、平成２０年度税制改正により、新

築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進

に関する法律」に規定する認定長期優良住

宅について、固定資産税の減額制度が創設

されました。

○要件

　【住宅の種類】平成２２年１月２日～平成２４年３月３１日に新築された住宅で、

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安

全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして所管行政庁（神奈川県）

の認定を受けて新築された住宅

　※住宅部分と住宅以外の部分とがある場合（併用住宅など）は、居住部分

の割合が全体の床面積の２分の１以上である必要があります。

　【床面積】▽専用住宅＝５０平方メートル以上（一戸建て以外の貸家住宅は

４０平方メートル以上）２８０平方メートル以下▽併用住宅＝居住部分の床面積

が５０平方メートル以上２８０平方メートル以下

○減額される範囲と税額

　【居住部分が１２０平方メートル以下の場合】

固定資産税（家屋）の２分の１

　【居住部分が１２０平方メートルを超え２８０平

方メートル以下の場合】１２０平方メートル相

当分の固定資産税（家屋）の２分の１（１２０

平方メートルを超える部分は減額されませ

ん）

○減額される期間

　【一般の住宅】新築後５年度分

　【３階建て以上の中高層耐火住宅】新築後７年度分

○申請方法　新築した年の翌年の１月３１日までに、神奈川県から長期優良住

宅の認定を受けて建てられたことを証する認定通知書（写し）を添えて申

告書を担当に提出

※長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅の減額措置に代えて適用され

ます。

担当　　　　　　　　　　固定資産税課　1０４６（２５２）８０４７　5０４６（２５５）３５５０

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に伴う固定資産税（家屋）の減額措置

※耐震改修は、改修工事完了時期により減額期間が異なります。
　（１）平成２２年１月１日～平成２４年１２月３１日の間…翌年から２年度分
　（２）平成２５年１月１日～平成２７年１２月３１日の間…翌年から１年度分
※耐震改修は、バリアフリー改修や省エネ改修に伴う減額と同時に適用されません。バリアフリー改修と省エネ改修は同時に適用されます。

　住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修をすると、その家屋についての固定資産税が減額される場合があります。要件や申告方法は下表のとおりです。
担当　固定資産税課　1０４６（２５２）８０４７　5０４６（２５５）３５５０

省エネ改修バリアフリー改修耐震改修

平成２０年１月１日以前に建てられた住宅で、
平成２２年１月１日から平成２５年３月３１日まで
の間に、一定の省エネ改修工事が行われた住
宅（賃貸住宅は除く）

平成１９年１月１日以前に建てられた住宅で、
平成２２年１月１日から平成２５年３月３１日まで
の間に、一定のバリアフリー改修工事が行わ
れた住宅（賃貸住宅は除く）

昭和５７年１月１日以前に建てられた住宅で、
平成２２年１月１日から平成２７年１２月３１日まで
の間に、一定の耐震改修工事が行われた住宅

対 象 家 屋

翌年度分の家屋に係る固定資産税を３分の１
減額（１２０平方メートルまでを限度）

翌年度分の家屋に係る固定資産税を３分の１
減額（１００平方メートルまでを限度）

家屋に係る固定資産税を２分の１減額
（１２０平方メートルまでを限度）※

減額の範囲

①窓の改修工事（必須工事）、床・天井・壁
の断熱などの改修工事であること

②改修の費用が３０万円以上であること
③市税の滞納がないこと

①６５歳以上の方、要介護認定または要支援認
定を受けている方、障害者の方のいずれか
の方が居住している住宅であること

②手すりの取り付け、床の段差の解消、浴室・
便所の改良などの改修工事で、補助金など
を除く自己負担が３０万円以上であること

③市税の滞納がないこと

①耐震基準に適合した住宅であること
②改修の費用が３０万円以上であること
③市税の滞納がないこと

要　　　件

改修工事完了日から３カ月以内に、①申告書、②改修の費用を証する書類（領収書の写しなど）、③建築士、指定確認検査機関、登録住
宅性能評価機関のいずれかによる該当工事証明書、④証明者が建築士の場合は技術検定合格証明書の写しを市役所２階固定資産税課窓口
に提出。バリアフリー改修の場合は①～④に加え、⑤要介護または要支援認定を受けている方は、介護保険被保険者証の写し、⑥障害者
の方は、障害者手帳またはこれに代わる物の写しを提出

申 告 方 法

長期優良住宅（200年住宅）に対する固定資産税（家屋）の減額措置長期優良住宅（200年住宅）に対する固定資産税（家屋）の減額措置
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担当　保健医療課 　 保健係 046（252）7225 　 予防医療係 046（252）7213 046（252）7043保 予 

▽とき＝１２月２０日（月）午後１時１５分～２時１５分受け
付け（時間厳守）▽ところ＝市民健康センター▽対象
＝平成２２年９月生まれ（対象者には個人通知します）
と対象月に受けられなかった６カ月未満児

▽実施期間＝１２月２８日（火）まで▽対象＝平成２２年４
月１日現在、４０歳～７０歳の方（歯科治療中の方は除く）
▽内容＝歯の状況、歯周病、歯列、あご関節などの健
診▽受診料＝５００円▽受診方法＝協力医療機関へ電話
で受診日時を予約後、受診券（対象者へ５月上旬に送
付）を持参して受診
※受診は一人、年１回までです。
※市民税非課税世帯員の方は受診
料が無料になりますので予約後、
担当へ連絡をしてください。また

後期高齢者医療制度（長寿医療制度）加入者のうち、
６５歳から７０歳までの方（一定の障害のある加入者）も
受診料が無料になりますので、受診時に保険証を持参
してください。

▽とき＝１２月１７日（金）午前９時～
正午▽ところ＝市民健康センター▽
内容＝乳幼児期の運動発達面での心
配についての理学療法士による相談
▽申込方法＝電話予約

▽とき＝１２月２２日（水）午前９時３０分～１０時３０分受け
付け▽ところ＝市公民館▽内容＝身体測定、尿検査、
血圧測定、体脂肪測定と相談、禁煙相談（対象は１カ
月以内に禁煙を始めたい方。要予約）▽持ち物＝健康
手帳▽申込方法＝直接会場へ

ＢＣＧ接種 保予

保成人歯科健康診査

保発達相談

保健康相談

救急診療 ※電話をかける場合は電話番号をお確かめの上、お間違えのないように！ 予

※聴覚障害者専用問い合わせ先　5０４６（２５１）５２６３
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。

◆休日（日曜日・祝日）昼間

◆夜　間

受付時間診療場所電話番号診療科目
月曜～金曜日　　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５２）９０９０内　科

午後６時～１０時（診療時間）消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。外　科
月曜～金曜日　　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）

◆深　夜

診療時間診療場所診療科目
午後１０時～翌日午前８時消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。内科・外科
午後１０時～翌日午前７時
（重病の場合は午前８時）

小児救急情報センター1０４６（２５５）９９３３でご確認ください。
小児科

（外科系を除く）

受付時間診療場所電話番号診療科目
午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分休日急患センター

（市民健康センター１階）
1０４６（２５２）９０９０内　科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時３０分1０４６（２５２）８２１７歯　科
午前９時～１１時３０分、午後１時３０分～４時３０分相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野）1０４２（７５６）９０００耳鼻咽喉科
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間）消防テレホンサービス1０４６(２５１)０１１９でご確認ください。外科・婦人科・眼科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分
休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）

　市は、住民基本台帳などに登録されている住所に基づき、通学先の座間市立
小・中学校を指定しています。児童・生徒に個々の事情があり、下表の各要件
に該当する場合、指定された学校から他の学校への指定変更を希望する保護者

必要事項対象学年、変更期間要件

小・中全学年、必要とする期間いじめ被害への対応が必要な場合１

小・中全学年、卒業まで通学の利便性の地理的な事情や、通学の安全確保などの事情がある場合２

変更の理由と変更先学校長の同意中学１年生、必要とする期間指定された中学校に希望する部活動がないため、希望する部活動がある、児童・生
徒の住所から最寄りの他の中学校に通学したい場合３

従前学校長の同意小学６年生か中学３年生、卒業まで市内転居したが、引き続き従前の学校に通学する場合４

従前学校長の同意小学１～５年生か中学１～２年生、
学年末まで学期途中で市内転居したが、引き続き従前の学校に通学する場合５

売買契約書または賃貸契約書の写しの提出小・中全学年、必要とする期間新築や改築などで、一時的に学区外に引っ越し（仮住まいを含む）したが、従前の
学校に通学する場合６

売買契約書または賃貸契約書の写しの提出小・中全学年、必要とする期間学区外への引っ越しが確実で、転居先の学区の学校へ通学する場合７

診断書の写しまたは関係者の 願 
ねがい

 書 （要資料
しょ

添付）の提出
小・中全学年、卒業まで心身や通院などの事情で、通学の配慮を必要とする場合８

預り先住所（所在地）、保護者の就労など
が確認できる書面（要資料添付）の提出小学全学年、必要とする期間自宅に帰っても、児童を保護する者がいないときに、保護者の帰宅まで親戚などの

家や勤務先・店舗などで児童を預かる場合９

保護者の母語または日本語訳での書類記入小・中全学年、必要とする期間指定校で希望する国際教室が開級されていないため、希望する国際教室を開級して
いる、児童・生徒の住所から最寄りの他の小・中学校に通学したい場合１０

小・中全学年、卒業まで指定校変更許可区域に住んでいる場合１１

小・中全学年、卒業まで要件６～９で指定校を変更した児童・生徒の兄弟姉妹である場合１２

は、「指定校変更申立」をすることができます。詳しくは担当にお問い合わせ
ください。
担当 ������������ 学校教育課　1０４６（２５２）８７３９　5０４６（２５２）４３１１

小・中学校の指定を変更するには

「指定校変更申立」を

○申込方法　平成２３年１月４日（火）～１７日（月）に
電話で担当へ（定員になり次第締め切り）

担当 ��������������� 保健医療課
 ������� 1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５２）７０４３

乳がん ･子宮がん第２期日程表
検診年月日検診場所

平成２３年２月５日（土）、
１８日（金）、２４日（木）市民健康センター

２月１５日（火）東地区文化センター

乳がん・子宮がん集団検診
平成23年１月４日～１７日に申し込みを！

　第３期の乳がん・子宮がん集団検診の申し込み
を平成２３年１月４日（火）から受け付けます。対
象者や受診料、当日の受付時間など詳しくは、担
当にお問い合わせください。

特定健康診査・
特定保健指導を実施中！

【特定健康診査】
　現在行われている市の特定健康診査は、平成２３
年３月３１日まで実施します。対象者には６月下旬
に受診券と健診票を送付しています。
○対　象　平成２２年４月１日から引き続き現在ま
で国民健康保険に加入している４０歳～７４歳の方

○受診方法　受診券・健診票と保険証を指定医療
機関に提出（市への申し込みは不要）

　※受診券を紛失した方は、再発行しますので担
当にご連絡ください。

　※指定医療機関は、同封のパンフレットをご覧
ください。医療機関によっては、希望日に受診
できない場合がありますので、事前に確認して
ください。

【特定保健指導】
　健診の結果、メタボリックシンドロームなどに
よる生活習慣病のおそれがある方には、約３カ月
後に市から送付する特定健康診査の結果通知表と
共に、特定保健指導の案内をお届けしています。
特定保健指導では、生活習慣病の予防や改善につ
いて保健師などの支援が受けられます。希望者は、
同案内をご覧の上、お申し込みください。
担当 ��������������� 国保年金課
 ������� 1０４６（２５２）７６７２　5０４６（２５２）７０４３
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　地方公共団体は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下、財
政健全化法）」により、毎年度決算に基づき健全化判断比率（実質赤字比率、
連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率の４指標）と資金不
足比率（表１参照）を算定し、公表することが義務付けられています。
　財政健全化法は、各自治体が自治体全体の将来負担を含めた財政状況を把
握し、指標を公表することで、財政破綻する前に自主的な改善努力による財
政健全化を図ることを制度化したものです。比率に一つでも基準を越えるも
のがある自治体は、財政の健全化に向けて、「財政健全化計画」（公営企業
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表１　各比率の概要（本市の特別会計の設置状況等に即して、表記しています）

説　明指　標

一般会計の実質的な赤字の程度を比率化したもの実質赤字比率

一般会計、４特別会計及び水道事業会計、公共下水道事業特別会計
の赤字、黒字を合算した、会計全体の実質的な赤字の程度を比率化
したもの

連結実質赤字比率

一般会計が負担する公債費及び公債費に準じた経費の程度を比率化
したもの実質公債費比率

一般会計が将来負担すべき実質的な負債（市債残高のほか、退職手
当支給予定額、高座清掃施設組合等の地方債残高）の程度を比率化
したもの

将来負担比率

公営企業である水道事業会計及び公共下水道事業特別会計の資金不
足額の程度を比率化したもの資金不足比率

については「経営健全化計画」）や「財政再生計画」の策定・実施のほか、
一定の国の関与や地方債の起債制限等の措置が講じられます。
　本市においても平成２１年度決算について財政健全化法に基づく算定を行っ
た結果、いずれの比率も国が定めた早期健全化基準を大きく下回っていまし
た。本市の財政の健全性は、財政健全化法上も問題ありません（表２、表３
参照）。
担当　　　　　　　　　　　　　財政課　1０４６（２５２）８４０４　5０４６（２５５）３５５０

表２　健全化判断比率の状況
財政再生基準早期健全化基準健全化判断比率指　標

２０．０％１２．３７％―（▲３．６３％）
（赤字はありません）実質赤字比率

４０．０％１７．３７％―（▲１５．３６％）
（赤字はありません）連結実質赤字比率

３５．０％２５．０％９．１％実質公債費比率

―３５０．０％６８．９％将来負担比率

表３　資金不足比率の状況
財政再生基準経営健全化基準資金不足比率公営企業会計名

―２０．０％

―　（▲１４３．０％）
（資金不足はありません）水道事業会計

―　（▲４．７％）
（資金不足はありません）

公共下水道事業
特別会計

※健全化判断比率と資金不足比率について詳しくは、市ホームページをご覧ください。
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繰越金 
２,８７４万円 
（４７．７％） 

繰越金 
２,８７４万円 
（４７．７％） 

繰入金 
１,４５６万円 
（２４．２％） 

繰入金 
１,４５６万円 
（２４．２％） 

国庫支出金 
１,２６６万円 
（２１.０％） 

国庫支出金 
１,２６６万円 
（２１.０％） 

諸収入 
２６８万円 
（４.４％） 

諸収入 
２６８万円 
（４.４％） 

歳　入 
６,０２７万円 

諸支出金 
４,１６０万円 
（９６．０％） 

諸支出金 
４,１６０万円 
（９６．０％） 

歳　出 
４,４２３万円 

医療諸費 
２６３万円 
（４．０％） 

医療諸費 
２６３万円 
（４．０％） 

支払基金交付金 
１６３万円 
（２．７％） 

市債 
１４億６,６３０万円 
（３３．３％） 

市債 
１４億６,６３０万円 
（３３．３％） 

繰入金 
１４億６,５００万円 
（３３．３％） 

繰入金 
１４億６,５００万円 
（３３．３％） 

繰越金 
1億２,８４９万円 
（２.９％） 

繰越金 
1億２,８４９万円 
（２.９％） 

歳　入 
４４億３２７万円 

公債費 
３１億７,２４９万円 
（７３．２％） 

公債費 
３１億７,２４９万円 
（７３．２％） 

建設費 
５億８,８００万円 
（１３．６％） 

建設費 
５億８,８００万円 
（１３．６％） 

総務費 
５億７,１２３万円 
（１３．２％） 

総務費 
５億７,１２３万円 
（１３．２％） 

歳　出 
４３億３,１７２万円 

その他 
４,６１７万円 
（１．０％） 

使用料及び 
手数料 

１２億９,７３１万円 
（２９.５％） 

【グラフ５】　老　人　保　健 【グラフ６】　公共下水道事業

支払基金交付金 
１３億７８７万円 
（２７．２％） 

支払基金交付金 
１３億７８７万円 
（２７．２％） 

保険料 
１０億３,５９１万円 
（２１．５％） 

保険料 
１０億３,５９１万円 
（２１．５％） 

繰入金 
８億８,０５０万円 
（１８．３％） 

繰入金 
８億８,０５０万円 
（１８．３％） 

国庫支出金 
８億２,０８１万円 
（１７．０％） 

国庫支出金 
８億２,０８１万円 
（１７．０％） 

県支出金 
６億５,５５４万円 
（１３．６％） 

県支出金 
６億５,５５４万円 
（１３．６％） 

歳　入 
４８億１,９２８万円 

保険給付費 
４３億１,０８６万円 
（９１．２％） 

保険給付費 
４３億１,０８６万円 
（９１．２％） 

地域支援事業費 
１億３,９９７万円 

（３．０％） 

総務費 
２億１,５１４万円 

（４．５％） 

総務費 
２億１,５１４万円 

（４．５％） 

歳　出 
４７億２,６１０万円 

その他 
１億１,８６５万円 
（２．４％） 

その他 
１億１,８６５万円 
（２．４％） 

諸支出金 
２,８８２万円 
（０．６％） 

諸支出金 
２,８８２万円 
（０．６％） 

基金積立金 
３,１３１万円 
（０．７％） 

後期高齢者医療保険料 
６億６,２５８万円 
（７８．２％） 

後期高齢者医療保険料 
６億６,２５８万円 
（７８．２％） 

繰入金 
１億４,１４３万円 
（１６．７％） 

繰入金 
１億４,１４３万円 
（１６．７％） 

歳　入 
８億４,７０２万円 

後期高齢者医療広域連合納付金 
７億６８５万円 
　（９０．５％） 

後期高齢者医療広域連合納付金 
７億６８５万円 
　（９０．５％） 

総務費 
５,６９０万円 
（７．３％） 

歳　出 
７億８,１０９万円 

諸収入 
３０３万円 
（０．４％） 

諸支出金 
１,７３４万円 
（２．２％） 

諸支出金 
１,７３４万円 
（２．２％） 

繰越金 
３,０８０万円 
（３．６％） 

繰越金 
３,０８０万円 
（３．６％） 

国庫支出金 
９１８万円 
（１．１％） 

【グラフ８】　後期高齢者医療保険事業【グラフ７】　介護保険事業

国民健康保険税 
２９億８,７０６万円 
　（２４．０％） 

その他 
５億７,３４４万円 
（４．６％） 

国庫支出金 
２６億１,９０７万円 
（２１．１％） 

繰入金 
１４億８,７２７万円 
（１２．０％） 

共同事業交付金 
１３億１,９８０万円 
（１０．６％） 

療養給付費交付金 
７億１,０７６万円 
（５．７％） 

保険給付費 
８６億４,２４６万円 
　（６９．８％） 

共同事業拠出金 
１２億１,０３０万円 
（９．８％） 

介護納付金 
５億９,６７５万円 
（４．８％） その他 

３億２,０８４万円 
（２．６％） 

歳　入 
１２４億３,４３３万円 

歳　出 
１２３億８,３８３万円 

国民健康保険税 
２９億８,７０６万円 
　（２４．０％） 

その他 
５億７,３４４万円 
（４．６％） 

国庫支出金 
２６億１,９０７万円 
（２１．１％） 

繰入金 
１４億８,７２７万円 
（１２．０％） 

共同事業交付金 
１３億１,９８０万円 
（１０．６％） 

療養給付費交付金 
７億１,０７６万円 
（５．７％） 

保険給付費 
８６億４,２４６万円 
　（６９．８％） 

共同事業拠出金 
１２億１,０３０万円 
（９．８％） 

介護納付金 
５億９,６７５万円 
（４．８％） その他 

３億２,０８４万円 
（２．６％） 

前期高齢者 
交付金 

２７億３,６９３万円 
　（２２．０％） 

前期高齢者 
交付金 

２７億３,６９３万円 
　（２２．０％） 

後期高齢者支援金等 
１６億１,３４８万円（１３．０％） 

【グラフ４】　国民健康保険事業
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業
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  ZAMA
　

こ
の
た
び
、
市
の
平
成
二
十
一
年
度
の
決
算
が
議
会
で

認
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
市
の
財
政
が
ど
の
よ
う
に
運

営
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
市
民

の
皆
さ
ん
に
広
く
お
知
ら
せ
す
る
た
め
、
決
算
の
概
要
を

公
表
し
ま
す
。

担
当 

財
政
課　

1
０
４
６（
２
５
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４
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４
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市
の
会
計
は
、
行
政
運
営
の

た
め
の
基
本
的
な
会
計
で
あ
る

「
一
般
会
計
」
の
ほ
か
、
各
種

　

一
般
会
計
の
歳
入
総
額
は
三

百
五
十
億
四
千
九
百
五
十
一
万

円
で
、
前
年
度
に
比
べ
て
三
十

　

市
の
財
産
は
、
土
地
が
二
千

六
百
三
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル
、

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
か
ら
得
ら
れ

る
料
金
な
ど
の
対
価
に
よ
っ
て

支
出
を
賄
う
「
五
つ
の
特
別
会

計
」
と
、
地
方
公
営
企
業
法
の

適
用
を
受
け
る
「
水
道
事
業
会

計
」
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
会
計
の
歳
入
と
歳
出

は
、
表
１
の
と
お
り
で
す
。

※
水
道
事
業
会
計
の
決
算
に
つ

い
て
は
、
本
紙
十
一
月
十
五
日

号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

三
億
六
千
七
百
十
万
円
（
十
・

六
パ
ー
セ
ン
ト
）
増
加
し
ま
し

た
。
歳
出
総
額
は
三
百
四
十
二

億
二
千
百
十
一
万
円
で
、
前
年

度
に
比
べ
て
三
十
二
億
九
千
八

百
七
十
三
万
円
（
十
・
七
パ
ー

セ
ン
ト
）
増
加
し
ま
し
た
。
平

成
二
十
一
年
度
の
歳
入
総
額
か

ら
歳
出
総
額
を
差
し
引
き
す
る

と
八
億
二
千
八
百
四
十
万
円
に

な
り
ま
す
。

　

歳
入
と
歳
出
に
つ
い
て
詳
し

く
は
グ
ラ
フ
１
・
２
、
表
２
・

３
の
と
お
り
で
す
。

建
物
が
二
千
六
百
十
八
平
方
メ

ー
ト
ル
増
加
し
、
基
金
が
五
億

四
千
三
十
七
万
円
減
少
し
ま
し

た
。

　

市
の
負
債
（
一
般
会
計
）は
、

四
千
五
百
三
十
万
円
減
少
し
ま

し
た
。

　

市
の
負
債
と
財
産
に
つ
い
て

詳
し
く
は
表
４
・
５
、
グ
ラ
フ

３
の
と
お
り
で
す
。

担
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【表１】　平成２１年度歳入（収入）・歳出（支出）決算額
歳出（支出）歳入（収入）　
３４２億２，１１１万円３５０億４，９５１万円一 般 会 計
１２３億８，３８３万円１２４億３，４３３万円国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

４，４２３万円６，０２７万円老 人 保 健 特 別 会 計
４３億３，１７２万円４４億３２７万円公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
４７億２，６１０万円４８億１，９２８万円介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
７億８，１０９万円８億４，７０２万円後期高齢者医療保険事業特別会計
２４億７，８９７万円２１億８，９６１万円水 道 事 業 会 計
５８９億６，７０５万円５９８億３３０万円総 計

※水道事業会計は、消費税および地方消費税を除いた額になっています。

一般会計の歳入を市民一人当たりで見ると　２７４，５９０円

【表４】　市の財産

平成２１年度平成２０年度　

９１４，２２７㎡９１１，５８８㎡土 地

２５３，１３５㎡２５０，５１７㎡建 物

１０億５，９６１万円１５億９，９９８万円基 金

２億６，２６８万円２億６，２６２万円有価証券など

【表２】自主・依存財源別歳入内訳
構成比（％）金額（万円）内　　訳区分
５０．７１，７７６，９９８市 税

自　

主　

財　

源

１．１４０，１３０分担金及び負担金
１．０３７，０９８使用料及び手数料
０．０１，５３０財 産 収 入
０．０５４３寄 附 金
２．５８６，１２１繰 入 金
２．２７６，００２繰 越 金
１．６５４，５３６諸 収 入
５９．１２，０７２，９５８小　 計
０．８２６，２９０地 方 譲 与 税

依　

存　

財　

源

０．２６，５２０利子割交付金
０．１２，９３４配当割交付金

０．０１，４４５株式等譲渡所
得 割 交 付 金

２．９１０１，９７５地方消費税交付金
０．４１５，３３７自動車取得税交付金

０．７２３，３９７国有提供施設等所在
市町村助成交付金等

０．７２４，２１５地方特例交付金
２．６９０，８８１地 方 交 付 税

０．１２，２３５交通安全対策
特 別 交 付 金

１８．８６５９，３２７国 庫 支 出 金
４．９１７１，４６７県 支 出 金
８．７３０５，９７０市 債
４０．９１，４３１，９９３小 計
１００．０３，５０４，９５１合　　　　計

【表３】　性質別歳出内訳
構成比（％）金額（万円）内　　訳区分

２１．６７３８，２２７人 件 費

消
費
的
経
費

１２．５４２７，４６１物 件 費

１．９６４，４８６維 持 補 修 費

２２．１７５６，０４９扶 助 費

１２．１４１５，５１０補 助 費 等

７０．２２，４０１，７３３小 計

４．４１５０，３６６普 通 建 設
事 業 費

投
資
的
経
費 ４．４１５０，３６６小 計

１０．８３６９，７４３公 債 費

そ
の
他

１．４４９，０３６積 立 金

０．３９，０４０投資及び出資
金 ・ 貸 付 金

１２．９４４０，３８１繰 出 金

２５．４８６８，２００小 計

１００．０３，４２０，２９９合　　　　計

（注）この表は、地方財政状況調査の分
類方法を準用しています。

【表５】　市の負債

平成２１年度平成２０年度　

２６７億１，７１７万円２６７億６，２４７万円市 債
（ 一 般 会 計 ）

２４２億１，４０４万円２５１億３，２８８万円市 債
（公共下水道会計）

１４億２，６９９万円１０億８，７７１万円土地開発公社

５２３億５，８２０万円５２９億８，３０６万円合 計

市民税や固定資産税などの市に納めら
れた税金市 税

国から交付される補助金や負担金など国庫支出金
公共施設の整備などをするときに借り
る市の借金市 債

県から交付される補助金や負担金など県 支 出 金
県に納められた地方消費税の２分の１
に相当する額を、市町村の人口および
従業員数で案分して、各市町村に交付
されるお金

地方消費税
交 付 金

国税として納められた後、地方公共団
体の財政需要により配分される税金地方交付税

積み立てられた資金などから引き出し
たお金繰 入 金

前年度から繰り越したお金繰 越 金

市が自主的に収入できる財源自 主 財 源

国・県の意思により定められた額が交
付される交付金、補助金などの財源依 存 財 源

【用語解説】（歳入関係）

高齢者や障害者への生活支援、保育所
の運営など福祉のための経費民 生 費

住民登録、選挙、交通安全対策、環境
対策などの経費総 務 費

市の借金の元金と利子を支払うための経費公 債 費
小・中学校での教育、生涯学習などの経費教 育 費
ごみ処理や市民の健康の維持・増進な
どに必要な事業のための経費衛 生 費

道路、河川、公園などの整備のための経費土 木 費
消防、救急活動、防災など市民の安全
を守るための経費消 防 費

市議会を運営するための経費議 会 費
商業・工業の振興を図るための経費商 工 費
労働に関する問題対策のための経費労 働 費
農業・林業・水産業の振興を図るため
の経費農林水産業費

支出の性質により、他の支出科目に含
まれない経費諸 支 出 金

支出の効果が当該年度またはきわめて
短期間で終わる経費消費的経費

支出の効果が資本形成に向けられ、施
設などが将来に残る経費投資的経費

【用語解説】（歳出関係）

【グラフ３】　平成２１年度末
一般会計市債残高

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １００ １１０ １２０ 

民 生 費  

総 務 費  

公 債 費  

教 育 費  

衛 生 費  

土 木 費  

消 防 費  

議 会 費  

商 工 費  

労 働 費  

諸支出金  

農林水産業費 

億円 

１１６億３，３６０万円（３４．０％） 
１０８億５，６３２万円（３５．１％） 

６７億２，９６５万円（１９．７％） 
４７億２，７３６万円（１５．３％） 

３６億９，７４３万円（１０．８％） 
３７億２，４０９万円（１２．０％） 

３６億３，３１７万円（１０．６％） 
２８億８，５３６万円（９．３％） 

３３億６，８８５万円（９．９％） 
３２億５，４０８万円（１０．５％） 

３０億６，１６６万円（８．９％） 
３３億８，４８１万円（１０．９％） 

１４億６，４６４万円（４．３％） 
１４億７，４９９万円（４．８％） 

２億７，０７０万円（０．８％） 
２億８，２８３万円（１．０％） 

１億２，４１２万円（０．４％） 
１億６万円（０．３％） 

１億１，４９１万円（０．３％） 
１億１，５８１万円（０．４％） 

２１年度　３４２億２，１１１万円 

２０年度　３０９億２，２３８万円 
１億８５１万円（０．３％） 
１億３６１万円（０．３％） 

１，３８７万円（０．０％） 
１，３０６万円（０．１％） １，３０６万円（０．１％） 

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０ １４０ １６０ １８０ ２００ 
億円 

市 税  

市 債  

繰 入 金  

繰 越 金  

そ の 他  

県支出金  

地方消費税
交 付 金  

地 方  
交 付 税  

国庫支出金 

１７７億６，９９８万円（５０．７％） 

１８６億２，７５６万円（５８．８％） 

６５億９，３２７万円（１８．８％） 

３６億３，４５２万円（１１．５％） 

３０億５，９７０万円（８.７％） 

１６億４，５６０万円（５．２％） 

１７億１，４６７万円（４.９％） 

１７億１，４８４万円（５．４％） 

１０億１，９７５万円（２.９％） 

９億６，５１７万円（３．０％） 

９億８８１万円（２.６％） 

６億７，０７７万円（２．１％） 

８億６，１２１万円（２.５％） 

１１億７２６万円（３．５％） 

７億６，００２万円（２.２％） 

７億６，３２２万円（２．４％） 

２３億６，２１０万円（６.７％） 

２５億５，３４７万円（８．１％） 

２１年度　３５０億４，９５１万円 

２０年度　３１６億８，２４１万円 

【グラフ２】　目的別歳出構成比

【グラフ１】　目的別歳入構成比

総　額 
２６７億１，７１７万円 

教育債 
３７億３,３９１万円 
（１４．０％） 

退職手当債 
１７億９,６２９万円 
（６．７％） 

公営住宅債 
庁舎債 
１６億７０３万円 
（６．０％） 

その他 
５４億８,４４５万円 
（２０．５％） 

土木債 
１２億７,４６９万円 
（４．８％） 

臨時税収補てん債 
住民税等減税補てん債 
臨時財政対策債 
１２８億２，０８０万円 
　　（４８．０％） 

臨時税収補てん債 
住民税等減税補てん債 
臨時財政対策債 
１２８億２，０８０万円 
　　（４８．０％） 
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市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。
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平成２３年成人式

　新成人の皆さん、おめでとうござ
います。新成人を祝い、励ますため
に平成２３年座間市成人式を次のとお
り開催します。皆さんのご出席をお
待ちしています。当日は、先にお送
りした案内状を持参してください。
また、案内状が届いていない方は、
担当にお問い合わせください。
○と　き　平成２３年１月１０日（月）
午前１１時～（受け付けは午前１０時
から）
○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）大ホール
担当　　　　　　　　　　青少年課
　1０４６（２５３）８４１５　5０４６（２５９）２１６３

製造事業を営むみなさんへ
工業統計調査にご協力を

　経済産業省では、１２月３１日現在で
製造業を営む事業所を対象に、１年
間の製造活動を調査する「工業統計
調査」を実施します。１２月中旬から
平成２３年１月中旬にかけて、県知事
から委嘱を受けた調査員がお伺いし
ます。
　なお、提出いただく調査票は、統
計法に基づき統計作成以外の目的に
は一切使用されません。秘密は厳守
されますので、ご協力をお願いしま
す。
担当　　　　　　　　　　　政策課
　1０４６（２５２）８３７９　5０４６（２５５）３５５０

サークル団体情報誌
「ざまっとガイド」２０１０年版発行

　市と市民活動サポートセンターで
は、市内で活動する市民活動団体や
サークルの情報をまとめた情報誌
「ざまっとガイド」を発行しました。
　同誌は、健康・福祉・教育・文化
芸術・スポーツなどのジャンル別と
活動拠点別に、約７００の団体・サーク
ルの情報を掲載しています。同セン
ターのほか、市役所１階市民情報コ
ーナー、市公民館、各コミュニティ
センターなどの公共施設やインター
ネット情報サイト「ざまっと」で閲
覧でき、希望者には無料で配布して
います。
担当　　　　　　協働まちづくり課
　1０４６（２５２）８２３７　5０４６（２５５）３５５０

ご利用ください「生け垣設置奨励金」
と「民間施設緑化事業」

【生け垣設置奨励金】
○交付条件　自己敷地内への生け垣
の設置で、次のすべてに該当し事
前審査を受けたもの①公道または
公道に準ずる私道（以下、道路）
に面する延長が２メートル以上②
設置部分の高さが道路から１．５メー
トル以下③樹高が０．９メートル以上
④葉が触れ合う程度に列植
　※既存生け垣および既存生け垣の

造り替えは対象外。
○交付額　１メートル当たり４，０００円
（限度額８万円）、既存の塀を壊
して設置する場合は１メートル当
たり６，０００円（限度額１２万円）

【民間施設緑化事業】
○助成対象　１５０平方メートル以上
の民間駐車場の緑化

○助成内容　市が購入した樹木の苗
木を無料配布（限度額１０万円分）

担当　　　　　　　　　公園緑政課
　1０４６（２５２）７２２１　5０４６（２５５）３５５０

花とうるおいのある緑地づくり
参加団体募集

○応募資格　草花の世話を３年以上
していただける団体

○活動内容　花植えから年間を通し
て公園内の花壇の世話をする

※花壇と花苗などは市が提供します。
詳しい内容については担当にお問い
合わせください。
担当　　　　　　　　　公園緑政課
　1０４６（２５２）７２２１　5０４６（２５５）３５５０

水道管の凍結にご注意を！

　寒さが厳しくなり、水道管の水が
凍ると管に亀裂が入って水漏れする
ことがあります。屋外に露出してい
る水道管には、古い毛布・布などの
防寒材を巻いて凍結を防ぎましょう。
　なお、給水装置の工事を行う場合
は、指定給水装置工事事業者（指定
店）に依頼して施工してください。
担当　　　　　　　　　水道業務課
　1０４６（２５２）７５０９　5０４６（２５７）４１５５

下水道「汚水ます及び取付管」の
年度内設置を希望する方へ

　平成２３年３月３１日までに「汚水ま
す及び取付管」の設置を希望する場
合は、平成２３年１月３１日（月）まで
に「公共下水道汚水ます及び取付管
設置依頼書」を担当へ提出してくだ
さい（国道や県道への設置などは、
工法の検討、協議のため平成２３年６
月以降となる場合があります）。　
担当　　　　　　　　　　下水道課
　1０４６（２５２）８６２９　5０４６（２５７）４１５５

平成２３年４月から小・中学校に
入学する方の保護者に就学通知を発送

　平成２３年４月に座間市立小・中学
校に入学する幼児・児童と保護者の
皆さんへ、４月からの指定校が記載
された「就学通知」を送付しました。
入学式の際に持参してください。
　なお、次のような場合には、担当
にご連絡ください。
○通知内容に誤りや不明な点がある
○通知がまだ届いていない
○指定校を変更する相談がしたい
※指定校を変更するには、「いじめ
の被害に遭っている」「通学の利便
性が高い」「学校独自の部活動があ
る」などの理由が必要です（３面参
照）。
※私立または国立・県立の小・中学
校、各種学校などへ入学する予定の
幼児・児童は、入学先の学校が発行
する「入学承諾書」と、届いている

「就学通知」を持参し、市役所５階
学校教育課で「区域外就学届」の手
続きをしてください。
担当　　　　　　　　　学校教育課
　1０４６（２５２）８７３９　5０４６（２５２）４３１１

明るい選挙推進標語が決まる

　平成２２年度「明るい選挙推進標語」
の優秀作品が決まりました。これは、
市明るい選挙推進協議会と市選挙管
理委員会が市内の小学５年生を対象
に募集したものです。応募総数１，１８３
点の中から選ばれた優秀作品は、次
のとおりです（敬称略）。
【最優秀賞】
「その一票　みらいにおくる　メッ
セージ」山崎大地（相武台東小）
【優秀賞】
河野菜々子（座間小）、浅岡紗里菜
（栗原小）、遠藤歩（相模野小）、
平澤碧乃（相武台東小）、山本馨夏
（ひばりが丘小）、野中友輔（東原
小）、下川優花（相模が丘小）、溝
呂木拓海（立野台小）、飯塚勇登（入
谷小）、島村ひより（旭小）、守屋
友里衣（中原小）
　なお、最優秀作品は、明るく正し
い選挙の啓発と推進のために役立て
ていく予定です。
担当　　　　選挙管理委員会事務局
　1０４６（２５２）８４８１　5０４６（２５２）８５３２

危険物取扱者保安講習会

○と　き　平成２３年１月下旬～３月
上旬

○ところ　県内１６会場
　※講習種別によって日時や場所が
異なりますので、詳しくは担当に
お問い合わせください。

○対　象　危険物の貯蔵取扱作業従
事者で次のいずれかに該当する方

　①免状の交付を受けた日から３年
以内

　②前回の講習を受けた日から３年
以内

　③危険物の取扱作業に従事するこ
とになった日から１年以内

　※受講義務のない方でも免状所持
者であれば、希望者は受講できます。

○受講料　４，７００円
○申込方法　担当と東・北分署に備
え付けの申請書に必要事項を記入
し、平成２３年１月７日（金）まで
に申請書に記載されている申請先
へ郵送

担当　　　　　　　消防本部予防課
　1０４６（２５６）２１８７　5０４６（２５６）３２２５

危険物取扱者試験

○と　き　平成２３年２月２０日（日）
○ところ　神奈川大学校舎（横浜市
神奈川区六角橋）

○試験の種類　甲種、乙種全類、丙種
○受験資格　乙種、丙種は制限なし
○申込方法　担当と東・北分署に備
え付けの申請書に必要事項を記入
し、１２月２０日（月）～平成２３年１
月１１日（火）に申請書に記載され
ている申請先へ郵送

担当　　　　　　　消防本部予防課
　1０４６（２５６）２１８７　5０４６（２５６）３２２５

甲種防火管理新規講習

○と　き　平成２３年１月２５日（火）、
２６日（水）
○ところ　（株）日産ユーズドカーセ
ンター（市内広野台２－１０－２）

○定　員　２００人（申込順）
○受講料　６，０００円（テキスト代を含
む）

○申込方法　担当（土曜・日曜日を
除く）と東・北分署に備え付けの
申請書に必要事項を記入し１２月１６
日（木）、１７日（金）にファクス
で（財）日本防火協会5０３（３５９１）
７１３０へ
担当　　　　　　　消防本部予防課
　1０４６（２５６）２１８７　5０４６（２５６）３２２５

「心のいやしとユーモア」
自殺予防講演会

○と　き　平成２３年１月２５日（火）
午後２時～４時（午後１時３０分開
場）

○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）小ホール

○内　容　死別後のいやし、ユーモ
アによる健康管理について学ぶ
（手話通訳・要約筆記あり）

○講　師　上智大学名誉教授　アル
フォンス・デーケンさん

○定　員　３５０人（申込者優先・当日
先着順）

○申込方法　平成２３年１月２０日（木）
までに電話、ファクスで担当へ

担当　　　　　　　　　障害福祉課
　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

自死遺族の集い

　大切な人を自死で亡くした遺族が、
安心して胸のうちを語り合い、気持
ちをわかち合える場です。
○と　き　平成２３年１月２５日（火）
午前１０時～正午

○ところ　ハーモニーホール座間（市
民文化会館）２階小和室

○参加方法　直接会場へ（匿名での
参加も可能）

担当　　　　　　　　　障害福祉課
　1０４６（２５２）７１３２　5０４６（２５２）７０４３

平成２２年１月１日～１１月３０日
（物件事故を含まず）

※火災・災害情報の問い合わせは、
テレホンサービス1０４６（２５１）１３９９へ。

負傷者死者件数

７４７２６３５２２年

７３３１６０８２１年

＋１４＋１＋２７増減

救急車消防車

１月～１１月１１月１月～１１月１１月

４，２３６４１６５６４６１２２年

３，９３４３６８５７６６０２１年

＋３０２＋４８－１２＋１増減

市内の交通事故件数

消防・救急車出動件数

広報ざま【座間市のお知らせ】No.８７１　　平成２２年（２０１０年）１２月１５日●６ 

親子のための「子育てフェスティバル」
～事前申込制の２講座参加者募集～

　市と子育てフェスティバル実行委
員会では、平成２３年１月２８日（金）に
子育てフェスティバルを開催します。
その一環として行われる「ママのご
褒美コーナー（ハンドケアなど）」と
「離乳食講座」は事前申込制です。
○申込方法　講座名、氏名、住所、
電話番号を電話、ファクスで担当
へ（申込順）

　※離乳食講座の受講者には後日詳
しいお知らせを郵送します。

担当　　　　　　　生涯学習推進課
　1０４６（２５２）８４７２　5０４６（２５２）４３１１

演劇体験講座
「やっぱり座間が好きっ！」

○と　き　平成２３年２月５日～３月
２６日毎週土曜日午後１時３０分～４
時３０分（全８回）

○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）リハーサル室、
市民健康センターほか

○内　容　「私たちの街ざま」を題
材に、脚本から上演まですべて受
講者全員で相談し作成する

○講　師　脚本・演出家　かめおか
ゆみこさん

○対　象　中学生以上
○定　員　２０人（多数抽選）
○申込方法　電話、ファクスで担当
へ

担当　　　　　　　生涯学習推進課
　1０４６（２５２）８４７６　5０４６（２５２）４３１１

◆暮らしを“ゆたか”にする講座
○と　き　平成２３年１月１３日（木）、
１９日（水）、２月２日（水）、８
日（火）、１７日（木）、２４日（木）、
３月２日（水）いずれも午前１０時
～正午（全７回）

○内　容　“知らないと損する　知
って得する”をテーマに、暮らし
に役立つ情報を学ぶ（アサーティ
ブ、ケータイ安全教室、悪徳商法、
音楽の持つ力“オーボエとピアノ
コンサート”ほか）

○対　象　２０歳以上
○定　員　３０人（申込順）
○参加費　３００円（飲み物代）
○申込方法　平成２３年１月９日（日）
までに電話、ファクスまたは直接
同館へ

◆北文おもちゃ病院
○と　き　平成２３年１月８日（土）
午前１０時～正午（受け付けは１１時
３０分まで）
○内　容　家にある壊れたおもちゃ
を修理

　※修理できない物もあります。
○対　象　小学生以下（保護者同伴）
○費　用　無料（部品代など一部実
費負担）

○定　員　２０人（先着順）
○申込方法　当日直接同センターへ
◆体験講座「俳句入門」
○と　き　平成２３年１月２７日、２月
１０日、２４日いずれも木曜日午後１
時３０分～４時（全３回）

○内　容　基本を学びながら、俳句
作りを楽しむ

○対　象　市内在住・在勤者
○定　員　２０人（申込順）
○持ち物　筆記用具

○申込方法　平成２３年１月２０日（木）
までに電話、ファクスまたは直接
同センターへ

◆サークル企画講座「やさしい女声
合唱入門講座」

○と　き　平成２３年１月２０日、２７日、
２月３日、１０日いずれも木曜日午
後１時～３時（全４回）

○内　容　声の出し方を学び、コー
ラスでハーモニーを楽しむ

○企　画　すぎなコーラス
○対　象　市内在住・在勤者
○定　員　２０人（申込順）
○申込方法　平成２３年１月１２日（水）
までに電話、ファクスまたは直接
同センターへ

◆手作り絵本講習会
○と　き　平成２３年１月１４日～２月
２５日の原則金曜日（２月１０日のみ
木曜日）午前１０時～正午（全７回）

○内　容　世界でたった一冊の自分
の絵本を作る

○講　師　井上緑さん、手作り絵本
ミロの会

○定　員　１５人（申込順）
○参加費　１，５００円（材料代）
○保　育　若干名（申込順）
○申込方法　電話または直接同館へ

◆こどもインターナショナルクッキ
ング～トルコ編～

○と　き　①平成２３年１月３０日（日）
②２月１９日（土）いずれも午前１０
時～午後２時

○ところ　市民健康センター
○内　容　①②とも、トルコの代表
的な料理の調理実習

○対　象　市内在住の小学～高校生
と保護者（小学４年生以下は必ず
保護者同伴）

○定　員　各回２０人程度（多数抽選）
○持ち物　エプロン、三角きん、布
きん、筆記用具

○参加費　各回７００円程度（保険代、
材料費）当日集金

○申込方法　平成２３年１月７日（金）
までに、こどもインターナショナ
ルクッキング参加希望回（①②）、
参加者全員の氏名、年齢（学年）、
住所、電話番号を明記の上、往復
はがきで郵送または返信用はがき
を直接持参し、同センターへ

◆ジュニア・サイエンスクラブ番外
編～今夜は皆既月食

○と　き　１２月２１日（火）午後４時
３０分～７時
○内　容　肉眼や双眼鏡で月食を観
察する

○対　象　どなたでも（中学生以下
は保護者同伴）

○参加方法　当日直接同センターへ
※開催時間内の入退場は自由です。
※防寒対策は各自で行ってください。

◆エクササイズウオーキング
○と　き　平成２３年１月２２日（土）
午前９時３０分～１１時３０分（午前９
時開場）

○内　容　健康・体力づくりのため
のウオーキング

○講　師　元五輪マラソン代表選手 
宇佐美彰朗さん
○対　象　１８歳以上の方
○定　員　５０人（申込順）
○参加費　５００円
○持ち物　運動のできる服装、室内
用運動靴、タオル
○申込方法　平成２３年１月２１日（金）
までに参加料を添えて直接体育館
へ（現金の取り扱いは午後５時ま
で。電話予約は可能ですが、申し
込み後１週間以内に手続きを）
◆第３期スポーツ教室
　平成２３年１月から開催する第３期
スポーツ教室のうち、｢ビギナーエ
アロビクス夜間 ｣「バドミントン中
級」「健康体操」の定員に、若干の
欠員があり、追加募集を行います。
　空き状況を確認の上、受講料を添
えて電話または直接体育館へお申し
込みください。

◆譲ります
布団・ペット用ゲージ・エアーベッ
ド・ 籐 の応接セット・小型冷蔵庫・

とう

自転車・クリスマスツリー・ビデオ
デッキ・籐のテーブル・パソコンラ
ック・保温器（肉まんなどに使える）・
子供用おもちゃ（プラレール、レゴ
ブロックなど）・食器棚・ルームラ
ンナー・フローリング・パソコンの
プリンター・ゴルフシューズ（２５セ
ンチ）・タンスの転倒防止棒・バス
ケットボール用のゴール
◆希望します
洗濯機・ワープロ・自転車（１４～２４
インチ）・扇風機・旧式ストーブ・掃
除機・ＣＤラジカセ・チェロ・ガス
テーブル・石油ファンヒーター・テ
ーブル（和風）・ニンテンドーＤＳの
充電器・電子ピアノ・エアロバイク

◇地域福祉ふれあい基金へ
▽３００，０００円＝三蔵商事（株）▽１０，０００
円＝（有）日栄ハイム▽３６，６５５円＝よ
もぎの会▽９５，６５７円＝（社）大和青色
申告会女性部一同
◇ふるさとづくり基金へ
▽５０，０００円＝野島巧
　

○税務署からのお知らせ
【法定調書の提出お早めに】
　税務署に提出する平成２２年分法定
調書（源泉徴収票、支払調書、合計
表）の提出期限は、平成２３年１月３１
日（月）となっています。期限の間
際になると、窓口が大変混雑します
ので、早めの提出をお願いします。
　なお、法定調書は、所定の手続き
を行った上で、インターネットを利
用した「ｅ－ＴＡＸ」や光ディスク
などにより提出することができます
のでご利用ください。
【ダイレクト納付のご利用を】
　これは、事前に税務署に届出など
をしておけば、「ｅ－ＴＡＸ」を利
用して電子申告の送信をした後に、
届け出をした預貯金口座からワンク
リックで即時または期日を指定して

みんなの広場 

善意のともしび 
（敬称略） 

不用品バンク 
担当　　　商工観光課 

1046(252)7604
5046(255)3550

北地区文化センター
1０４２（７４７）３３６１ 5０４２（７４７）８５４２

図書館
1０４６（２５５）１２１１ 5０４６（２５２）５７０４

スカイアリーナ座間
1０４６（２５５）００７７ 5０４６（２５５）１１８８

青少年センター
〒２５２－００２３立野台１－１－４

1０４６（２５３）８４１１ 5０４６（２５９）２１６３

東地区文化センター
1０４６（２５３）０７８１ 5０４６（２５３）０７８９

納付することができる新たな納税手
段です。ぜひご利用ください。
　詳しくはｅ－Ｔａｘホームページ
〔www.e-tax.nta.go.jp/〕をご覧
いただくか、大和税務署1０４６（２６２）
９４１１管理運営部門までお問い合わせ
ください。
○「犬と猫と人間と」座間上映会
▽とき＝平成２３年１月７日（金）①
午前１０時３０分～②午後２時～▽とこ
ろ＝ハーモニーホール座間小ホール
▽内容＝ドキュメント映画の上映▽
定員＝①②各３００人▽入場料＝前売
券１，０００円（高校生以下７００円）、当
日券１，２００円（高校生以下８００円）▽
申込方法＝電話でコーヒーノート1 
０４６（２５４）２２８２大森へ
○「もし、お金を預けている金融機関
が破綻したら？」～預金保険制度
　預金保険制度は、万が一金融機関
が破たんした場合に、預金者などの
保護や資金決済の履行の確保を図る
ことによって、信用秩序を維持する
ことを目的としています。
【預金保険制度の対象預金の範囲】
★決済用預金（当座預金、利息の付
かない普通預金など）は全額保護
★一般預金など（利息の付く普通預
金、定期預金、定期積金、元本補て
ん契約のある金銭信託※ビックなど
の貸付信託を含む。）は金融機関ご
とに預金者一人当たり、元本１，０００万
円までとその利息などが保護
★対象外預金（外貨・譲渡性・無記
名・架空名義の預金や他人名義の預
金、金融債など）は保護対象外
▽問い合わせ先＝預金保険機構ホー
ムページ（http://www.dic.go.jp/）
または横浜財務事務所理財課1０４５
（６８１）０９３３
○若手浪曲師 春野恵子の新春
～浪曲ライブ～
▽とき＝平成２３年１月２３日（日）、
午後２時～▽ところ＝藤野芸術の家
クリエーションホール▽対象＝小学
生以上▽入場料＝前売券２，０００円
（小・中学生１，０００円）、当日券２，３００
円（小・中学生１，３００円）▽申込方法＝
電話で同芸術の家1０４２（６８９）３０３０へ
○交通事故の無料相談
【専門相談員による一般相談】
▽とき＝年末年始・祝日を除く月曜
～金曜日午前９時～正午、午後１時
～５時▽内容＝自賠責保険、任意自
動車保険、ひき逃げ事故などのため
の保障事業への請求方法など交通事
故解決をアドバイス
【弁護士による法律相談】
▽とき＝毎週水曜日午後１時～４時
（要予約）▽内容＝面談による法律
相談▽問い合わせ先＝（社）日本損害
保険協会関東支部横浜自動車保険請
求相談センター1０４５（３２３）６２１１
○ＮＨＫ学園 受講者募集
▽募集内容＝生涯学習通信講座（趣
味から資格まで全２００コース以上）▽
募集期間＝通年申込受付▽案内書請
求先＝7０１２０（０６）８８８１▽問い合わせ
先＝同学園1０４２（５７２）３１５１
○放送大学 ４月生募集
　放送大学では、平成２３年度第１学
期（４月入学）の学生を募集してい
ます。放送大学は、テレビなどの放
送を利用して授業を行う通信制の大
学です。心理学・福祉・経済・歴史・
文学・自然科学など、幅広い分野を
学べます。資料を無料で差し上げて
います。▽願書提出期限＝平成２３年
２月２８日（月）▽問い合わせ先＝同
大学神奈川学習センター1０４５（７１０）
１９１０

市公民館
1０４６（２５５）３１３１ 5０４６（２５２）２７７６
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◆平成２２年（２０１０年）１２月１５日発行
◆座間市秘書室情報推進課編集
　〒２５２-８５６６
　神奈川県座間市緑ケ丘一丁目１番１号
　1０４６（２５５）１１１１（代） 5０４６（２５５）３５５０
　URL：http://www.city.zama.kanagawa.jp/
　　　：http://www.city.zama.kanagawa.jp/m/

インフルエンザに注意しましょう
　冬季のインフルエンザの流行する季節となりました。
　新型インフルエンザについては流行が沈静化していますが、今後の再流
行の可能性や、通常のインフルエンザの流行に備え、必ずうがい・手洗い
を行い、マスクを着用するなどのせきエチケットを徹底するなど、引き続
き感染予防や感染拡大防止に向けた対応をお願いします。
担当 保健医療課　1０４６（２５２）７２１３　5０４６（２５２）７０４３

市交通安全推進大会
　去る１１月２７日に、市交通安全
対策協議会主催による「座間市
交通安全推進大会」が、ハーモ
ニーホール座間（市民文化会館）
で開催されました。
　会場には、交通安全の関係団
体など約３００人が集まり、交通事
故の犠牲者に対する 黙  祷 や交通

もく とう

安全劇、鈴鹿幼稚園園児による
合唱を行ないました。また、当日会場では、交通安全功労者表彰、交通安
全ポスターコンクール、交通安全標語の入賞者の表彰式が行われました。
表彰を受けたのは次の皆さんです（敬称略）。

【交通安全功労者表彰】
田中源治（緑ケ丘２丁目）
座間市交通安全協会　入谷支部（入谷３丁目）
東芝機械株式会社　相模工場（ひばりが丘４丁目）

【感謝状贈呈】
海老名ドライバーズスクール（海老名市大谷南１丁目）

【交通安全ポスターコンクール】
最優秀賞　伊藤紅音（立野台小３年）
優 秀 賞　杉山夢佳（立野台小１年）、礒部ひかり（旭小４年）、

加藤珠季（栗原小６年）、神谷海南江（東中２年）

【交通安全標語】
最優秀賞　武内大和（中原小６年）
優 秀 賞　中西佑太（座間小２年）、加藤拓海（ひばりが丘小４年）

田畑眞一（一般）
佳　　作　落合真帆（ひばりが丘小１年）、吉岡泰佑（相武台東小２年）、

本多由茉（栗原小３年）、嘉山龍旭（座間小４年）、白澤慶悟
（相模が丘小５年）、小出真文（座間小５年）、金谷潤（栗原
小６年）、布施勇気（一般）、佐藤芳（一般）、山田昇（一
般）

担当 安全対策課　1０４６（２５２）８１５８　5０４６（２５２）７７７３

ノロウイルスに注意しましょう
　例年、１１月ごろから増加し、１２月ごろにピークとなる感染性胃腸炎の一
つがノロウイルスによるもので、神奈川県では「ノロウイルス食中毒警戒
情報」が発令されました。ウイルスの潜伏期間は１～２日で、主な症状は
吐き気、 嘔  吐 、下痢ですが、ほかに腹痛、頭痛、発熱、悪寒、筋肉痛、咽

おう と

頭痛などを伴うこともあります。
　予防としては、ウイルスが付いた手や食べ物により感染しますので、予
防するために外出やトイレの後、食事前などに、ていねいに手を洗いまし
ょう。また食材は十分に加熱調理をし、調理器具などは洗浄、消毒を行い
ましょう。
担当 保健医療課　1０４６（２５２）７２１３　5０４６（２５２）７０４３

年末年始の住民票・印鑑証明書の
自動交付機の利用停止期間

　市役所１階正面入口アトリウムと小田急相模原駅前「ラクアル・オダサ
ガ」２階八千代銀行相模台支店ＡＴＭコーナーに設置されている自動交付
機は、１２月３１日（金）から平成２３年１月３日（月）まで休止期間のため利
用できません。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解をお願いします。　
担当 戸籍住民課　1０４６（２５２）８０８３　5０４６（２５５）３５５０

コミュニティバスの運休日程
　ザマフレンド号は１２月２９日（水）から平成２３年１月
３日（月）までの６日間、運休します。
　年末運行は１２月２８日（火）まで、年始は平成２３年１月４日（火）から通
常運行します。ご不便をお掛けしますが、ご理解をお願いします。
担当 政策課　1０４６（２５２）８２８９　5０４６（２５２）０２２０

キャンプ座間返還跡地利用計画
―市基地返還促進委員会が答申―

　去る１１月９日にキャンプ座間チャペル・ヒル住宅地区の返還跡地利用計
画について、市基地返還促進委員会から答申がされました。
　これは、昨年１０月に開催された国と市との協議機関である「キャンプ座
間に関する協議会」第４回幹事会において、平成１８年５月に日米合意で返
還されることになっていたキャンプ座間チャペル・ヒル住宅地区の一部
１．１ヘクタールに加え、新たに追加的返還候補地として陸自家族宿舎の敷地
約２．３ヘクタールを含む約４．３ヘクタールが提示されたことを受け、本年３
月に市の附属機関の座間市基地返還促進委員会（公募の市民２名を含む委
員１５名）に諮問をしていたものです。
　委員会では、「キャンプ座間に関する協議会」や「市基地返還促進等市
民連絡協議会」の協議内容を踏まえながら、５回に及ぶ審議を重ねていた
だき、市の財政負担を極力抑制するため、国有財産の処分に係る優遇措置
なども考慮した中で、病院誘致ゾーン、公園ゾーン、陸上自衛隊家族宿舎
建設ゾーンの大きく三つのゾーンに分けた返還跡地利用計画図（下図参照）
をまとめていただ
きました。
　この答申を受け
た市長は、跡地利
用に当たっては
「さまざまな課題
解決など高いハー
ドルを越えなけれ
ばならないが、し
っかりと答申を尊
重し、その実現に
向けて努力してい
く。答申を具現化
する市としての利
用構想を早急に策
定し、国との協議
を加速させたい」
とコメントしてい
ます。

担当 　渉外課　1０４６（２５２）８３０７　5０４６（２５２）０２２０

青少年芸術祭
　市青少年芸術祭実行委員会では、「青少年の手で郷土に新しい芸術文化
の波を」をテーマに、次のとおり、さまざまな部門で公演・作品展示を開
催します。皆さんのご来場をお待ちしています。

※入場はすべて無料です。
※満席の場合、入場の制限をすることがあります。
※大ホールで行われる舞踊部門・音楽部門は、来場者の写真撮影を禁止し
ます。また、座席に荷物などを置いての席取りはご遠慮ください。
担当 青少年課　1０４６（２５３）８４１５　5０４６（２５９）２１６３

内　容ところと　き各　部　門
市内で活動しているアマ
チュア劇団による人形劇
公演

ハーモニーホール
座間（市民文化会
館）小ホール

１２月２６日（日）
午後１時～

【人形劇部門】
ゆかいな人形の
フェスティバル

市内中学校・高校の吹奏
楽部と一般団体による吹
奏楽ジョイント公演

ハーモニーホール
座間大ホール

平成２３年
２月５日（土）
午後０時２０分～

【音楽部門】
第９回座間市の吹奏楽
ジョイントコンサート
～広げよう音楽の輪～

小学生～３０歳の青少年に
よる絵画・ 彫 

ちょう

 塑 写真・デ
そ

ザイン・イラスト・アニ
メ・工芸作品の展示

ハーモニーホール
座間小ホール

平成２３年
２月２６日（土）
午前９時１５分～
午後５時、２７日
（日）午前９時
１５分～午後４時

【展示部門】
青少年美術展

市内で活動している各団
体による、児童バレエ・
創作舞踊・ヒップホップ・
ジャズなどさまざまなジ
ャンルのダンス公演

ハーモニーホール
座間大ホール

平成２３年
３月１３日（日）
午後１時

【舞踊部門】
ダンシング イン
ＺＡＭＡ２０１１

市に答申された計画図
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